
問 

健
康
福
祉
課 

高
齢
者
・
女
性
係 

☎
６
５
・
０
０
０
１

「
目
指
せ
！
健
康
長
寿
！
」

は
つ
ら
つ
体
操
教
室
生
徒
募
集

【
日　

時
】４
月
～
９
月
の
間
の
毎
週
火
曜
日（
全
24
回
）

　

10
時
～
11
時
30
分　

※
5
月
4
日
は
祝
日
の
た
め
休

　

み
【
場　

所
】
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
ひ
ま
わ
り
の
里
」
ほ
か

【
対　

象
】
65
歳
以
上
の
人
（
た
だ
し
、
平
成
31
年
・
令

　

和
２
年
度
に
こ
の
教
室
に
参
加
さ
れ
た
人
は
除
く
）

【
持
参
物
】
○
タ
オ
ル　

○
飲
み
物

【
そ
の
他
】
参
加
費
無
料
。
３
月
24
日
㈬
ま
で
に
要
申
込

　
（
定
員
15
人
・
先
着
順
）。
申
込
に
は
印
鑑
が
必
要
。

令
和
３
年
度
介
護
予
防
事
業

募　集
問 

健
康
福
祉
課 

高
齢
者
・
女
性
係 

☎
６
５
・
０
０
０
１

目
指
せ
！
健
康
長
寿
！

脳
若
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
生
徒
募
集

令
和
３
年
度
介
護
予
防
事
業

教　室【
日　

時
】
5
月
6
日
～
7
月
29
日
の
間
の
毎
週
木
曜
日

　
（
全
12
回
）　

14
時
15
分
～
15
時
45
分

　

※
7
月
22
日
は
祝
日
の
た
め
休
み

【
場　

所
】
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
ひ
ま
わ
り
の
里
」

【
対　

象
】
65
歳
以
上
の
人
（
新
規
の
方
優
先
。
リ
ピ
ー

　

タ
ー
の
方
も
先
着
で
受
け
付
け
ま
す
）

【
持
参
物
】
○
筆
記
用
具　

○
メ
ガ
ネ
（
必
要
な
方
）

【
そ
の
他
】
テ
キ
ス
ト
代
１
２
０
０
円
は
自
己
負
担
。
4

　

月
9
日
㈮
ま
で
に
要
申
込
（
定
員
12
人
）。
申
込
に
は

　

印
鑑
が
必
要
。
電
話
で
の
受
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

対　象
自己負担

入院 通院

小学校就学前 なし なし

小学校1年生から
小学校6年生まで

500円／日
（月7日上限）

600円／月

中学校1年生から
中学校3年生まで

500円／日
（月7日上限）

600円／月

（令和3年3月31日までは助成対象外）

16歳到達の年度始めから
18歳到達の年度末まで

500円／日
（月7日上限）

助成対象外

※小学生・中学生以上で「重度障がい者医療」、高校生以上で「ひとり親等家庭医療」の助成を受け
　られる場合は、そちらを優先して使用となります。
※いずれも１医療機関ごとに負担となります。

■令和3年度4月以降変更点  ※赤文字記載が変更部分

令和３年４月から子ども医療の通院対象を中学３年生まで拡大
お知らせ  桂川町子ども医療からお知らせ

問 保険環境課 医療介護保険係 ☎６５・１０９７

【４月以降に使用できる子ども医療証を送付します】

拡大の対象となる方には、令和３年４月以降に使用できる子ども医療証を、３月上旬に送付します。
現在使用している子ども医療証は、令和3年4月以降に新しい子ども医療証と差し替えてください。

【新規申請】

　桂川町子ども医療の対象で、子ども医療証を持っていない方はお問い合わせください
【その他】

　〇次に該当する方は子ども医療からの切り替えが必要です。詳しくはお問い合わせください
　　⑴小学生以上で、重度障がい者医療に該当する方
　　⑵ひとり親家庭等医療証をお持ちの中学1年生～中学2年生のお子さまはひとり親家庭等医療

　　の喪失手続きが必要となるため、別途通知いたします。
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